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第１章 放課後児童健全育成事業をめぐる社会情勢と国の動向 

 

 放課後児童健全育成事業は、平成９年の児童福祉法の改正により「小学校に

就学しているおおむね１０歳未満の児童で、その保護者が労働等により昼間家

庭にいないものに授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び

及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」として、初めて法制化さ

れました。 

 その後、平成２４年８月の「子ども・子育て支援法」の制定に伴い、平成２

７年４月に児童福祉法が改正されて、放課後児童健全育成事業の対象年齢が拡

大され、「小学校に就学する児童」となりました。 

 さらに国は、平成２６年４月３０日に「放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準（以下「省令基準」という。）を策定し、全国的な一定水準の

質の確保に向けた取り組みをより一層することとし、平成２７年４月からは省

令基準を踏まえて市町村条例に基づき、放課後児童健全育成事業が実施される

こととなりました。 

 併せて、放課後児童健全育成事業において、集団の中で子どもに補償すべき

遊び及び生活の環境や運営内容の水準を明確にし、事業の安定性及び継続性の

確保を図る観点から、国は平成２７年３月に「放課後児童クラブ運営指針（以

下「運営指針」という。）を策定し、平成２７年４月１日より適用されています。 

 この運営指針において、放課後児童健全育成事業は「遊びの活動拠点」とし

ての機能と、「生活の場」としての機能を適切に備え、子どもが安全に安心して

過ごすことができ、子ども一人ひとりの状況や発達段階を踏まえた育成支援を

展開することが求められています。 
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第２章 習志野市放課後児童会満足度調査の概要 

 

1. 調査のねらい 

 本市では習志野市放課後児童健全育成事業条例及び同施行規則に基づき、市

内１６小学校敷地内において３８の児童会を運営（うち２０の児童会を公設民

営）していますが、近年、入会児童数が増加しており、児童会室の環境整備や

放課後児童支援員（以下「支援員」という。）の確保が急務となっています。 

 市では、支援員確保を主なねらいとして平成２９年度より「つだぬま第一、

第二児童会」の運営を民間委託へ開始し、平成３１年度より「藤崎第一、第二

児童会」「大久保東児童会」、令和元年１０月から開設した「つだぬま第三児童

会」、その後は、「習志野市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、安定的な

児童会運営を継続してまいりました。 

 令和７年度からは、「習志野市こども若者まんなか計画」に基づき、民間委託

を進めてまいります。 

 本調査は、本市の放課後児童会の取組み及び育成支援の質について、利用者

がどのような期待や満足を抱いているかを把握する試みとして、平成２９年度

より開始しました。利用者が感じている満足の度合いや、期待する内容等を客

観的に把握し、具体的な課題の抽出並びに改善すべき事案に対する的確な対処

を図るため、本調査を実施します。 

 

2. 調査設計 

(１) 調査方法 

今回、令和６年１０月１日時点での入会児童の全保護者に対し、児童が利用

する各児童会を通じて本調査票を文書配布し、回答を回収させていただきまし

た。 
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(２) 対象者・時期・調査票の回収状況 

 満足度調査 

基準日  令和６年１０月１日 

対象者  保護者：１，７２３名 

実施時期  令和６年１０月１日～１０月１６日 

回収状況 

 
保護者 

対象者数 １，７２３ 名 

回収数 １，２５８ 名 

回収率 ７３．０１ ％ 
 

 

(３) 調査票の概要 

 本調査票は、児童が利用する放課後児童会に対し、日頃の児童の様子及び児

童本人から意見を聞くなどして保護者が記載するもので、総括的な満足度を評

定しました。調査項目は１７で、５つの大項目（①～⑤）であり、各調査項目

は４段階の評定としました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 

 

(４) 調査項目・集計方法 

 本調査の１７の項目を集計し、市全体の平均値、前年度の値と比較しました。 

 

(５) 今後の改善策 

集計結果並びに自由記述内容、各児童会の現状、既存データ等も含め、児童会

職員及び児童育成課において、第４章のとおり今後の対応策をまとめました。 

 

(６) 放課後児童会満足度調査の公表方法 

 各児童会の保護者会長には、本書により報告するとともに、習志野市ホーム

ページへの掲載にて公表します。 

 

 

 

 

 

 

 本調査の１７項目 

①全般（１項目）…現状の放課後児童会での生活は安心して楽しく過ごせているか。 

②施設・設備（２項目）…教室や設備は生活の場として整理され安全安心に配慮されているか。 

③育成支援（９項目）…遊び、生活習慣、事故対応、行事、おやつ等に対応されているか。 

④児童会運営（２項目）…連絡帳、おたより、習い事等に対応されているか。 

⑤行政対応（３項目）…関係書類、定員適正規模、開所日時等は適正に対応されているか。 

 

 評価の方法 

各調査項目は以下の４段階評定とした。 

 ４…あてはまる 

 ３…どちらかというとあてはまる 

 ２…どちらかというとあてはまらない 

 １…あてはまらない 
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第３章 集計結果 

1. 対象者・回収数・回収率 

児童会 調査対象者数 回収数 回収率 

令和４年度全体数 １,５０７名 １,２９２名 ８５．７％ 

令和５年度全体数 １,５７０名 １,０６０名 ６７．５％ 

令和６年度全体数 １，７２３名 １，２５８名 ７３．０１％ 

 

 

２．各調査項目の結果（１７項目） 

① 全般・・・現状の放課後児童会で、楽しく過ごせているか 

Ｑ１．お子様が安心して楽しく一日を過ごせる児童会である。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
96.7% 97.0% 95.7% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
2.4% 2.4% 2.7% 

無回答 0.9% 0.6% 1.6% 

合計 100% 100% 100% 
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② 施設・設備・・・教室や設備は生活の場として整備され、安全安心に配慮

されているか 

Ｑ２．児童会施設（教室、トイレ、手洗い場等）は、「毎日の生活の場」として、

お子様の安全安心に配慮された施設として整備されている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
93.9% 93.1% 94.4% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
4.7% 5.5% 4.1% 

無回答 1.4% 1.4% 1.6% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

Ｑ３．児童会室（教室）は、落ち着いた学習や室内遊びができ、また、おやつ

やお昼ご飯を食べるにあたり、整理整頓や清掃が行き届いている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
93.0% 95.0% 95.0% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
5.0% 3.4% 3.3% 

無回答 2.0% 1.6% 1.7% 

合計 100% 100% 100% 
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③ 育成支援・・・子どもの成長・発達を育む環境に配慮されているか。 

Ｑ４．お子様の興味・関心を高め、自主性を育むような多様な遊び（外遊び、

制作遊び等）が行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
95.1% 95.1% 94.2% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
4.0% 4.3% 4.2% 

無回答 0.9% 0.6% 1.6% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

Ｑ５．異年齢の子ども同士の交流を生かし、社会性の発達や、思いやりの心を

育む対応が行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
96.3% 94.8% 93.6% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
2.9% 4.4% 5.1% 

無回答 0.8% 0.8% 1.3% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 



１０ 

 

 

 

 

Ｑ７．年齢、性別、国籍、発達、障がいの有無等、多様な子どもたちが一緒に

生活するため、個々に配慮した対応が行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
83.9% 93.3% 92.5% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
14.9% 4.1% 4.5% 

無回答 1.2% 2.6% 3.0% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

Ｑ６．生活や季節の節目を感じる行事や活動が行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
97.5% 98.9% 97.7% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
1.5% 0.7% 1.1% 

無回答 1.0% 0.4% 1.2% 

合計 100% 100% 100% 
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Ｑ８．日常の遊びや生活の中で起きる事故・けがの防止、並びに発生時の対応

が適切に行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
92.1% 94.7% 95.7% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
6.0% 4.4% 2.7% 

無回答 1.9% 0.9% 1.6% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ９．基本的な生活習慣や、規範意識（ルール、約束事を守ること）を育てる

ような対応が行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
94.8% 95.6% 96.8% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
3.8% 2.6% 1.8% 

無回答 1.4% 1.8% 1.4% 

合計 100% 100% 100% 



１２ 

 

Ｑ１０．お子様の健康面、栄養面、活力面に配慮された、適量のおやつが提供

されている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
92.9% 82.6% 82.6% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
6.0% 16.0% 15.7% 

無回答 1.1% 1.4% 1.8% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Ｑ１１．適切に保護者と連絡を取り合い、お子様の心身の状況に応じた対応が

行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
96.9% 90.8% 94.0% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
2.2% 7.4% 4.8% 

無回答 0.9% 1.8% 1.3% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 



１３ 

 

 

Ｑ１２．保護者の抱える子育ての悩みや心配事を受け止め、親身に相談に応じ

るような対応が行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
87.8% 86.7% 88.7% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
10.7% 11.3% 9.3% 

無回答 1.5% 2.0% 2.0% 

合計 100% 100% 100% 
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④児童会運営・・・児童会運営に関する基本ルールが適切に整備されているか。 

Ｑ１３．児童会だより、掲示物、保護者会等を通じて、児童会の様子をわかり

やすく知ることができる。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
91.6% 90.9% 93.6% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
7.4% 7.6% 4.8% 

無回答 1.0% 1.5% 1.6% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Ｑ１４．お子様の送迎に関するルール、習い事への対応、プライバシー保護、

防犯・防犯体制、苦情対応等は適切である。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
95.5% 94.2% 95.5% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
3.2% 4.5% 3.0% 

無回答 1.3% 1.3% 1.5% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 



１５ 

 

⑤ 行政対応・・・運営主体としての責務を全うし、事業内容の向上に努めて

いるか。 

Ｑ１５．入会申請、在職証明、退会等の各種届け出、児童育成料の納入に関す

る取り扱いは適切に行われている。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
98.1% 97.6% 97.6% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
0.4% 1.1% 0.9% 

無回答 1.5% 1.3% 1.5% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Ｑ１６．児童会職員の配置、子どもの集団の規範等は適切である。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
89.9% 87.7% 89.2% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
8.5% 10.8% 9.1% 

無回答 1.6% 1.5% 1.7% 

合計 100% 100% 100% 

 

 

 

 



１６ 

 

Ｑ１７．児童会の開所日・開所時間等は適切である。 

回答 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

あてはまる 

どちらかというとあてはまる 
94.9% 93.3% 93.9% 

どちらかというとあてはまらない 

あてはまらない 
4.3% 5.1% 4.8% 

無回答 0.8% 1.6% 1.4% 

合計 100% 100% 100% 

 

 



 

１７ 

 

 第４章 今後の改善策  

御要望・改善を要する点等 今後の対応 

【１】運営時間について 

 

 長期休暇・土曜日の受入れ時間を早

めて欲しい。日曜日・祝日もやって

ほしい。 

 

 

 

 開室時間・開室日の拡大につきましては、運

営に必要な職員を現在よりも一定程度確保す

る必要があります。現在、本市におきまして

は職員不足が解消されていない状況であり、

今後の検討課題として認識しています。 

【２】放課後児童会職員の育成 

 

 子どもを叱る際の口調が気になる。 

 

 

 

 

 

 

 児童会での様子をもっと情報共有

してほしい。 

 

 

 放課後児童会相談員や児童育成課職員が巡回

し、必要に応じて指導・助言をしていきます。 

また、職員が市主催の研修や県主催の認定資

格研修及び資質向上研修に参加するなどし

て、資質の向上に努めていきます。 

 

 今後もお迎えの時などにおいて、子どもの様

子をお伝えしてまいります。また、毎月発行

しているおたよりなどにより、児童会の様子

をお伝えしていきます。 

【３】適正児童数 

 

 夏休みは子どもが多くなる。施設が

狭くなるので広げてほしい。 

 
 

 

 

 

 

 児童数の増加が見込まれているの

で、児童会の増設をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 夏休み期間中は、入会希望者の増加が発生し

ます。入会児童の受入れのため、小学校の余

裕教室を借用や児童会職員の増員等により対

応しています。より良い環境下で運営ができ

るよう努めていきます。 
 

 各小学校の状況に応じて、児童会の増設をし

ていきます。なお、令和７年度中につだぬま

第三児童会、谷津第六児童会、向山第一児童

会にプレイルームを増設するとともに、大久

保東児童会の移転及び第二児童会新設を新た

に開設を予定しています。 



 

１８ 

 

御要望・改善を要する点等 今後の対応 

【４】生活・活動 

 

 外遊びの時間を増やしてほしい。ま

た、夏休み中の外遊びの時間が短す

ぎる。 

 

 

 

 

 

 児童会では、限られた時間の中で、学習の時

間やおやつの時間、外遊びの時間などを定め

ています。毎日の外遊びの時間を増やすこと

は難しいですが、限られた時間内で楽しく遊

べるようにしていきます。 

なお、夏休み中は熱中症対策として暑さ指数

３１を超えた場合については、外遊びを中止

しています。 

 【５】学習 

 

 宿題等できる環境がない。 

 宿題を終わらせてほしい。 

 

 

 学習につきましては、個別の学習指導は実施

しておりませんが、学習習慣の定着を目的に、

1日のスケジュールの中で、学習時間を設けて

取り組むようにしています。 

 

 

 

 

 

【６】民間業務委託 

 

◆ 新しく民営化され環境の変化に不安

があったが、継続して働いていただ

ける職員がいて安心した。 

 

 

 児童会の委託化につきましては、委託化を予

定している児童会には、安心して児童が利用

できるよう２ヵ月前から民間事業者が実際に

現場に入り、引き継ぎを丁寧に行っています。 

また、委託後にも市職員が定期的に巡回等を

し、指導を行っています。 

 

 児童、保護者が安心して通うことのできるよ

う職員や環境の整備に取り組んでいきます。 



 

１９ 

 

御要望・改善を要する点等 今後の対応 

 

【７】おやつ 

 

 子どもが好まないメニューが多い。 

 おやつの量が多い。 

 おやつの量が少ない。 

 アイスが食べたい。 

 

 

 直営児童会のおやつについては、生活協同組

合コープみらいに委託し、提供をさせていた

だいています。 

民間委託している児童会についても、引き続

き、事業者と協議しながら改善を図っていき

ます。 

 

 

【８】入退室管理システムについて 

 

◆子どもが学童に行ったのかわかるの 

で安心する。 

◆連絡機能が解放され便利になった。 

◆入退室時のカードタッチミスが多い。 

 

 

 

➜ 児童の安全のため、引き続きタッチ忘れ等が

ないように入退室管理を行っていきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

２０ 

 

 
 

 

 習志野市では、お子様や保護者の皆様から御利用されている児童会の運営や育成支援（保育対応）

に対する御意見や御感想を伺い、より良い児童会となるよう「放課後児童会満足度調査」を実施し

ています。 

御多忙のところ大変恐縮ですが、本調査への御理解と御協力をお願い申し上げます。 

なお、いただきました回答は統計的に処理し、調査目的以外に使用することはありません。 
※令和４年度放課後児童会満足度調査の結果は習志野市ホームページにて公表しています。 

 

本調査票に直接記入し、１０月１６日（水）までに 

児童会職員にお渡しください。 

 

 

≪基本事項についてお伺いします≫ 

Ｑ１．入会児童会名・・・【           】児童会（分割児童会は□□第〇(児童会)まで記載） 

Ｑ２．お子様の学年・・・【           】年生 （兄弟姉妹で入会の場合は各学年を記載） 

≪お子様が通う児童会についてお伺いします≫ 

お子様の日頃の様子や、お子様から意見を聞くなどして、 

該当する回答項目の番号に○印をつけてください。 

回 答 項 目 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

調 査 内 容 

全
般 

１．お子様が安心して楽しく一日を過ごせる児童会である。 ４ ３ ２ １ 

施
設
・
設
備 

２．児童会施設(教室、トイレ、手洗い場等)は、「毎日の生活の場」

として、お子様の安全安心に配慮された施設整備がされている。 
４ ３ ２ １ 

３．児童会室（教室）は、落ち着いた学習や室内遊びができ、また、

おやつやお昼ご飯を食べるにあたり、整理整頓や清掃が行き届

いている。 

４ ３ ２ １ 

育
成
支
援 

４．お子様の興味・関心を高め、自主性を育むような多様な遊び（外

遊び、制作遊び等）が行われている。 
４ ３ ２ １ 

５．異年齢の子ども同士の交流を活かし、社会性の発達や思いやり

の心を育む対応が行われている。 
４ ３ ２ １ 

６．生活や季節の節目を感じる行事や活動が行われている。 ４ ３ ２ １ 

７．年齢、性別、国籍、発達、障がいの有無等、多様な子どもたち

が一緒に生活するため、個々に配慮した対応が行われている。 
４ ３ ２ １ 

８．日常の遊びや生活の中で起きる事故・けがの防止、並びに発生

時の対応が適切に行われている。 
４ ３ ２ １ 

放 課 満 後

ろ 

児

童 

童 会 足 度

数 

お問い合わせ 

 習志野市こども部 児童育成課 

 担当 上野・森野 

 電話 ０４７－４５３－７３７９ 

調

査 

査 

令和６年度 



 

２１ 

 

 

〇御意見や御要望がございましたら御自由に御記入ください。 

調査内容番号 御意見・御要望等 

  

           御協力ありがとうございました。 

      御回答いただいた調査票は、お渡しした封筒に入れて、 

１０月１６日（水）までに児童会職員へお渡しください。 
 

≪お子様が通う児童会についてお伺いします≫ 

お子様の日頃の様子や、お子様から意見を聞くなどして、 

該当する回答項目の番号に○印をつけてください。 

回 答 項 目 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
あ

て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
あ

て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

調 査 内 容 

育
成
支
援 

９．基本的な生活習慣や、規範意識（ルール、約束事を守ること）

を育てるような対応が行われている。 
４ ３ ２ １ 

10．お子様の健康面、栄養面、活力面に配慮されたおやつが提供さ

れている。 
４ ３ ２ １ 

11．適切に保護者と連絡を取り合い、お子様の心身の状況に応じた

対応が行われている。 
４ ３ ２ １ 

12．保護者の抱える子育ての悩みや心配事を受け止め、親身に相談

に応じるような対応が行われている。 
４ ３ ２ １ 

児
童
会
運
営 

13．児童会だより、掲示物、支援員等を通じて、児童会の様子をわ

かりやすく知ることができる。 
４ ３ ２ １ 

14．お子様の送迎に関するルール、習い事への対応、プライバシー

保護、防犯・防災体制、苦情対応等は適切である。 
４ ３ ２ １ 

行
政
の
対
応 

15．入会申請、在職証明、退会等の各種届け出業務、児童育成料の

納入に関する取り扱いは適切に行われている。 
４ ３ ２ １ 

16．児童会職員の配置、子どもの集団の規模等は適切である。 ４ ３ ２ １ 

17．児童会の開所日・開所時間等は適切である。 ４ ３ ２ １ 

お
や
つ 

１．おやつの量について １．多い ２．適量 ３．少ない 

２．おやつの内容について 

１． 
健康的なおや

つを増やして

ほしい                    

２． 
子どもの好むお

やつを増やして

ほしい  

３． 
現在の献立バ

ランスで良い  

 


